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１ 計画策定に向けて 

（１）計画策定の背景 団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年の高齢社会を見据えた基盤整備や事業運営に取

り組むとともに、地域包括ケアシステムの深化と推進、介護保険の持続可能性の確保に一層努める。 

（２）第７期介護保険事業計画策定の要点＿法改正のまとめ 

●地域包括ケアシステムの深化・推進 

■自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進 

・国から提供されたデータを分析の上、計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載 

■医療・介護連携の推進等 

・医学管理や看取り等の機能と生活施設としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設を創設 

■地域共生社会の実現に向けた取組の推進等 

・高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生

型サービスを位置付ける。 

●介護保険制度の持続可能性の確保 

■２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（平成30年８月） 

■介護納付金への総報酬割の導入（平成29年８月） 

・各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では「総報酬割」とす

る。 

 

２ 計画の位置づけと計画期間 

（１）計画の位置付け 老人福祉法に基づく市町村老人福祉計画 

介護保険法に基づく市町村介護保険事業計画 

（２）計画の期間 平成 30年度（2018年）から平成 32年度（2020年）まで 

 

３ 計画策定に向けた取り組み・策定体制 

（１）調査の実施 高齢者福祉及び介護保険サービスの一層の向上を図ることを目的に、清瀬市高齢者保健

福祉計画・第 7期介護保険事業計画を策定する際の基礎資料とするため、市民約 2,600

名、事業所 50カ所を対象にアンケート調査を実施しました。 

（２）パブリックコメントの実施 

公表対象  清瀬市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（案） 

期間  平成２９年１２月２２日～平成３０年１月１１日 

閲覧場所等 市ホームページ、各公共施設 

意見提出方法 閲覧場所に備え付けの用紙、または市ホームページからダウンロードした用紙へ、意見・

必要事項を記入のうえ、次のいずれかの方法で提出 

①高齢支援課へ提出、②郵送、③ＦＡＸ、④電子メール 

（３）市民説明会の実施 

実施日時    平成２９年１２月２３日（土） 

実施場所    清瀬市健康センター 

内容      清瀬市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）の概要説明、意見交換等 

 

４ 市の高齢者を取り巻く現状と課題 

（１）人口の推移・推計 

 平成 24年 平成 27年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 平成 32年 

５期 ６期 ７期 

高齢者人口（人） 18,100 19,859 20,601 20,970 21,101 21,140 

高齢化率（％） 24.4 26.7 27.6 28.1 28.2 28.3 

 

（２）要支援・要介護認定者数と認定率の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）総給付費の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）保険料 

基準月額 ５期 4,862円  ６期 5,686円  ７期 5,829円（案） 

・高齢化の進展に伴う介護認定者の増加  ・介護保険サービスの充実による利用量の増加等 

清瀬市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画【概要版】 

実績 推計 
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第２回地域福祉推進協議会 

平成３０年３月１９日 



 

 

【施策の体系】 

平成 12年以降、「清瀬市高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）」において、「高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を送れるよう、健康でいきいきと暮らしていけるまち」を基

本理念として高齢者保健福祉に関する施策事業を展開してきました。 

本計画においても、本市の高齢者を取り巻く課題や前期計画との継続性等を踏まえ、基本理念を引き続き上記のとおり定め、高齢者保健福祉・介護保険事業の推進を図ります。また、事業の推進にあ

たっては、誰もが地域で安心・安全に暮らせる地域共生社会の実現を目指していきます。 

 

 

 

 

 

基本目標             施策の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護が必要となっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、介護サービス基盤の充実を図るとともに、介護人材の確保、

家族介護者の離職防止等に取り組みます。 

（１）介護サービス基盤の充実（２）介護保険料の設定（３）介護保険事業の円滑な推進（４）介護人材の確保 
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 住み慣れた地域で 

安心して暮らす 

 一人ひとりがその人らしく 

いきいきと暮らす 

 

 いつまでも元気に介護を 

必要とせずに暮らす 

 

 介護が必要となっても 

安心して暮らす 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、相談体制の充実を図るとともに、医療・介護の連携、地域住民や関係機関・団

体等の協働による生活支援や見守り、権利擁護、安心・安全のまちづくりを推進します。 

（１）生活支援サービスの実施（２）医療・介護の連携（３）認知症施策の推進（４）家族介護者の支援（５）権利擁護事業の推進

（６）高齢者向け住宅等の推進（７）安心安全のまちづくり 

誰もが生きがいを持ち、地域社会のなかで人とつながりながら、自分らしくいきいきと暮らせるよう、地域交流の場の充実、活動支援、技

能や経験を発揮できる環境づくり、生涯学習環境の充実を図ります。 

（１）地域交流の場の充実（２）高齢者の活動支援（３）技能や経験を発揮できる環境づくり（４）生涯学習環境の充実 

いつまでも元気に、健幸な生活を送るために、健康づくり支援や介護予防事業の充実、運動できる環境の推進に取り組みます。 

（１）健康づくり支援の充実（２）介護予防事業の充実（３）支えあいの活動支援（４）運動できる環境の推進 

高齢者が住み慣れた地域で 尊厳あるその人らしい生活をおくれるよう 健康でいきいきと暮らしていけるまち 
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